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告 示■

◎群馬県告示第２５号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県西部県民局藤岡土木事務

所において一般の縦覧に供する。

平成２６年２月４日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 富岡神流線 多野郡神流町大字塩沢字平仁田９７３ 前 ２．２～７．０ ２１００．０
番の３地先から同郡同町大字同字関端 ７．０～８９．１ １９８０．０
３５２番の１地先まで

後 ７．０～８９．１ １９８０．０

公 告■

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により、保安林の指定施業要件を変更する予定について、

その森林の所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知をしたところ、次の者の所在が不分明なため、

同法第１８９条の規定により、通知の内容をみなかみ町役場に掲示したので、その要旨を次のとおり公告する。

平成２６年２月４日

群馬県知事 大 澤 正 明

１(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

利根郡みなかみ町上津字足壇木３５５９の１から３５５９の５まで、 山田藤松 共有林
字念住３５６３の１から３５６３の３まで、字下不動３５６４、３５
６９

同 林巳之吉 同

同 金古義一郎 同

同 深津千代吉 同

同 山田丑松 同

同 原澤軍次郎 同

同 深津儀作 同

同 杉木惚太郎 同

同 馬場又作 同

同 長谷川弁次郎 同
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同 原澤佐一郎 同

同 山田林太郎 同

同 高橋偧弥造 同

同 原澤豊次郎 同

同 原澤丈太郎 同

同 原澤臺重郎 同

同 深津丈五郎 同

同 木村音吉 同

同 高橋貞次郎 同

同 高橋寅吉 同

同 平井和重郎 同

同 高橋傳吉 同

同 山田昌治 同

同 西堀角次郎 同

同 西堀九平太 同

同 高橋六松 同

同 田村庄次郎 同

同 林猶次郎 同

同 高橋金米 同

同 高橋梅作 同

同 高橋易治 同

同 高橋定吉 同

同 高橋直次郎 同

同 高橋藤太郎 同

同 林弥代松 同

同 林浅五郎 同

同 前原吉松 同

同 阿部利十郎 同

同 林孫平 同

同 林長太郎 同
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同 林団十郎 同

同 矢島竹次郎 同

同 奈良慶次郎 同

同 奈良種吉 同

同 関口市太郎 同

同 林金作 同

同 高橋友太郎 同

同 大川晴太郎 同

同 阿部力藏 同

同 林栄三郎 同

同 林孫太郎 同

同 林作治郎 同

同 杉木億十郎 同

同 前原利吉 同

同 杉木末次郎 同

同 田村平吉 同

同 高橋今助 同

同 斉藤孫三郎 同

同 阿部重藏 同

同 阿部八重吉 同

同 高橋慶一郎 同

同 高橋徳次郎 同

同 高橋梅吉 同

同 高橋円成 同

同 高橋筆作 同

同 高橋夘吉 同

同 高橋七之助 同

同 高橋重吉 同

同 片山説聞 同

同 高橋隆造 同
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同 林惚次郎 同

同 前原甚之助 同

同 高橋福太郎 同

同 高橋安次郎 同

同 鬼頭小三郎 同

同 石井善治 同

同 木村君平 同

同 高橋謙太郎 同

利根郡みなかみ町上津字足壇木３５５９の５ 鬼頭善次郎 共有林

(2) 指定の目的 水源の涵養
かん

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

利根郡みなかみ町後閑字上稗田１４８２、字城山１７１１の４ 明徳寺

利根郡みなかみ町下津字後沢１４４５の２ 原澤峯三郎 共有林

同 小林磯吉 同

(2) 指定の目的 土砂の流出の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

３(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

利根郡みなかみ町下津字内野３２３４ 高橋三郎
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利根郡みなかみ町下津字内野３２８６の２ 山本良平

(2) 指定の目的 土砂の崩壊の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐は、択伐による。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及びみなかみ町役場に備え置いて縦覧

に供する。

保安林指定施業要件変更予定告示 平成２５年５月２１日群馬県告示第２０５号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により、保安林の指定施業要件を変更する予定について、

その森林の所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知をしたところ、次の者の所在が不分明なため、

同法第１８９条の規定により、通知の内容をみなかみ町役場に掲示したので、その要旨を次のとおり公告する。

平成２６年２月４日

群馬県知事 大 澤 正 明

１(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

みなかみ町大字藤原字宝川１９３５の２、１９３８の１、１９３８の 萩原 よ子 共有林
３、字内野甲６２９３の２

みなかみ町大字藤原字内野甲６２９３の２ 小野政義 共有林

同 小野正志 同

同 林正衛 同

みなかみ町大字藤原字芦沢６３６９、６３７０の１ 大坪ソノ 共有林

同 中島光男 同

同 中島春美 同

同 林チヨ子 同

同 中島ツネ子 同

みなかみ町大字藤原字芦沢６３６９、６３７０の１、字宝台樹９１５ 林賢二 共有林
の３から９１５の６まで、９１５の８から９１５の１１まで、９１５
の１８、９１５の２０、９１５の２２から９１５の２４まで、９１５
の２６、９１５の２７、９１５の３６から９１５の３８まで
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みなかみ町大字藤原字宝台樹９１５の３から９１５の６まで、９１５ 佐藤愛正 共有林
の８から９１５の１１まで、９１５の１８、９１５の２０、９１５の
２２から９１５の２４まで、９１５の２６、９１５の２７、９１５の
３６から９１５の３８まで

(2) 指定の目的 水源の涵養
かん

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

みなかみ町大字湯原字上ノ平１８５ 須藤や

みなかみ町大字湯原字上ノ平１８７ 芝田慶一郎

みなかみ町大字湯原字上ノ平１９０ 須藤音松

みなかみ町大字小仁田字筒中８７ 木村正巳 共有林

同 田村公 同

みなかみ町大字藤原字芦ノ田９０２の５ 林好志 共有林

みなかみ町大字藤原字蛇喰１８９５の１ 中村折三郎 共有林

同 中村俊吉 同

同 中村きのい 同

同 佐藤敬一郎 同

同 佐藤一郎 同

みなかみ町大字藤原字壱畝田４４０４の６、４４０４の８から１０ま 林賢二 共有林
で、４４０５の１、４４０５の４、４４０５の５、４４０５の８

みなかみ町大字藤原字壱畝田４４０５の１、４４０５の４、４４０５ 阿部弘 共有林
の５、４４０５の８

みなかみ町大字藤原字壱畝田４４０５の４、４４０５の５、４４０５ 阿部庫久 共有林
の８

みなかみ町大字藤原字西原５３１９の１ 中島泉 共有林

みなかみ町大字藤原字西原５３１９の１、５３１９の２５ 中島佐馬藏 共有林

同 大坪ソノ 同

みなかみ町大字藤原字西原５３１９の２５ 中島廣兵衛 共有林
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みなかみ町大字藤原字青木沢９３７の３ 林冨雄 共有林

同 林五百枝 同

みなかみ町大字大穴字坂上６２４ 阿部文雄

(2) 指定の目的 土砂の流出の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

３(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

みなかみ町大字鹿野沢字センノ上２１７ 山口戸久次 共有林

同 山口周次 同

同 荒木積司 同

同 山口市五郎 同

同 木村豊作 同

同 山口孫太郎 同

同 木村牛松 同

同 荒木柾明 同

同 武田正 同

同 山口良男 同

みなかみ町大字小仁田字日影４４４ 田村公

(2) 指定の目的 土砂の崩壊の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐は、択伐による。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及びみなかみ町役場に備え置いて縦覧

に供する。

保安林指定施業要件変更予定告示 平成２５年６月４日群馬県告示第２２３号



9

平成２６年２月４日（火） 群 馬 県 報 第９１６９号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により、保安林の指定施業要件を変更する予定について、

その森林の所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知をしたところ、次の者の所在が不分明なため、

同法第１８９条の規定により、通知の内容を沼田市役所に掲示したので、その要旨を次のとおり公告する。

平成２６年２月４日

群馬県知事 大 澤 正 明

１(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

沼田市屋形原町字傘ヶ峰２９９９の１、２９９９の７ 根岸なか子 共有林

同 島田富造 同

同 生方茂司 同

同 真下榮授 同

同 生方徳一 同

同 根岸幸雄 同

(2) 指定の目的 水源の涵養
かん

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

沼田市岡谷町字峰１１９６、１１４７の１、字諏訪１５２３の１、１ 牧野英吉 共有林
５２３の５、字赤城１３３３

沼田市岡谷町字峰１１９６、１１４７の１、字諏訪１５２３の１、１ 原要八 共有林
５２３の５、字赤城１３３３、１３４８

同 牧野梅作 同

同 牧野喜三郎 同

同 大島五作 同

同 中村常平 同

同 大島喜宅 同



10

平成２６年２月４日（火） 群 馬 県 報 第９１６９号

同 小林多兵衛 同

同 田中市太郎 同

同 佐藤八作 同

同 牧野斧作 同

同 米山松次郎 同

同 赤井由松 同

同 赤井勝次 同

同 原信司 同

同 笹川紋太郎 同

同 大竹幸助 同

同 岡崎関藏 同

同 赤井定四郎 同

同 七五三木綱之助 同

同 角田賴右ヱ門 同

同 赤井左京 同

同 牧野鶴吉 同

同 八田長太郎 同

同 小林角之助 同

同 牧野德七 同

同 大竹佐兵衛 同

同 阿部庄次郎 同

同 能登安太郎 同

同 牧野利吉 同

同 中村勝次郎 同

同 岡谷喜三郎 同

同 中村傳作 同

同 小林春丙 同

同 大竹福松 同

同 大島秋卯 同

同 阿部元次郎 同
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同 石田寛 同

同 遠藤廣吉 同

同 原弘太郎 同

同 大島善吉 同

同 内山金三郎 同

同 原庄作 同

同 瀨間和久次 同

同 田中勇之助 同

同 横山忠作 同

同 牧野亀藏 同

同 牧野庄藏 同

同 千明作次 同

同 大島廣吉 同

同 大島酉藏 同

同 鈴木午之助 同

同 星野市太郎 同

同 大竹吉五郎 同

同 岡谷周助 同

同 山田 同

同 原源次郎 同

同 牧野平五郎 同

同 腰野太郎 同

同 赤井村次郎 同

同 大島理兵衛 同

同 籾山十一 同

同 大島作次郎 同

同 角田各右ヱ門 同

同 七五三木弥平 同

同 佐藤利兵衛 同

同 大島與七 同
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沼田市岡谷町字峰１１４７の２ 牧野薫 共有林

沼田市岡谷町字諏訪１３８５、１４０５ 中村良雄

沼田市上川田町字日影１３４５の１ 佐藤德三郎 共有林

同 登坂義吉 同

同 山田寅吉 同

同 宮下傳之助 同

同 佐藤啓三郎 同

同 湯本幾右衛門 同

同 湯本新五郎 同

同 佐藤為吉 同

同 宮下松太郎 同

沼田市上川田町字日影１３５５ 藤塚三利

沼田市柳町字寺久保２６０７ 水田守吉

沼田市岩本町字戸島山田１３１４ 金子熊重

沼田市岩本町字細ヶ谷９７９ 金子邦衛

沼田市髙橋場町字上木田２２０８の１、字林ノ上４５１５の２ 中村辰雄

沼田市岩本町字瀬戸ヒラ１０９３の甲 金子丈助

沼田市下川田町字宮塚１４５４の２ 深津明

(2) 指定の目的 土砂の流出の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 次の森林については、主伐は、択伐による。

字日影１３４５の１、１３５５、字上木田２２０８の１、字林ノ上４５１５の２、字宮塚１４５４の２

(ｲ) その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

(ｳ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｴ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

３(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

沼田市上川田町字滝合１６５５の１ 佐藤德三郎 共有林

同 登坂義吉 同
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同 山田寅吉 同

同 宮下傳之助 同

同 湯本幾右衛門 同

同 湯本新五郎 同

同 佐藤為吉 同

沼田市上川田町字滝合１６５５の１、１６５５の２ 佐藤啓三郎 共有林

同 宮下松太郎 同

(2) 指定の目的 土砂の崩壊の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐は、択伐による。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及び沼田市役所に備え置いて縦覧に供

する。

保安林指定施業要件変更予定告示 平成２５年６月１８日群馬県告示第２５４号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により、次のとおり県営土地改良事業の

工事が完了したので公告する。

平成２６年２月４日

群馬県知事 大 澤 正 明

土地改良事業の名称 地 区 名 工事完了年月日

経営体育成基盤整備事業（担い手育成型） 内郷 平成２２年３月１９日
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